
国 県 市町村

往路 復路 （千円） （千円） （千円） （千円）

1 浪岡 弘前バスターミナル 21.2 21.0 7.3 2.3 16.7 58,090 17,082 3,478.4 3,478.4 10,126

2 碇ヶ関 弘前バスターミナル 26.4 25.9 11.9 2.0 23.8 100,175 41,745 7,146.9 7,146.9 27,452

3 西目屋 弘前バスターミナル 20.4 19.7 8.9 2.0 17.8 60,668 22,639 3,298.7 3,298.7 16,042

4 相馬 弘前バスターミナル 11.6 11.1 9.1 2.2 20.0 51,655 10,514 2,310.9 2,310.9 5,893

5 枯木平 弘前バスターミナル 24.1 23.7 6.8 2.1 14.2 51,162 23,282 2,626.6 2,626.6 18,029

6 弥生 弘前バスターミナル 16.4 15.7 6.3 2.6 16.3 52,294 10,477 2,494.7 2,494.7 5,488

7 板柳 板柳案内所 14.4 15.3 9.0 1.8 16.2 42,729 16,901 2,436.4 2,436.4 12,029

8 小泊 五所川原営業所 60.7 59.6 5.9 2.6 15.3 38,223 46,906 9,857.6 9,857.6 27,191

9 市浦 五所川原営業所 47.1 47.0 6.3 2.3 14.4 60,315 40,422 5,166.4 5,166.4 30,090

10 出来島 五所川原営業所 27.0 26.8 4.6 1.5 6.9 29,841 15,215 1,492.3 1,492.3 12,231

11 五鯵 五所川原営業所 小夜 31.9 32.1 8.6 2.1 18.0 62,799 38,353 5,231.9 5,231.9 27,890

12 深浦 鯵ヶ沢営業所 弁天 42.3 42.1 3.9 3.5 13.6 39,453 24,861 4,613.1 4,613.1 15,635

13 新岡 弘前バスターミナル 葛原 12.3 11.6 5.1 2.2 11.2 31,671 6,529 1,280.0 1,280.0 3,969

14 青五 青森営業所 43.7 44.2 13.9 3.3 45.8 158,350 83,826 16,823.5 16,823.5 50,179

15 青黒 青森営業所 41.1 39.3 5.9 2.9 17.1 61,233 37,089 4,396.5 4,396.5 28,296

16 弘黒 弘前バスターミナル 14.9 14.0 11.6 1.8 20.8 50,385 25,003 2,385.0 2,385.0 20,233

460,849 75,038 75,038 310,773

国 県

1 ノンステップ スロープ 標準仕様 55 8.9 2,672 1,336.2 1,336.2

2 ノンステップ スロープ 標準仕様 55 8.9 2,672 1,336.2 1,336.2

3 ノンステップ スロープ 標準仕様 55 8.9 2,672 1,336.2 1,336.2

（１）

②補助対象期間 ： 前年の10月1日～当該年度の9月30日を末日とする1年間

（２）

内訳

運行
系統名

起点 主な経由地 終点
（km）

令和4年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域間幹線系統確保維持費国庫補助金）系統別補助金一覧（当社分について）

4年度
申請番号

運行系統
令和4年度

系統粁程 １日当り
の平均運
行回数

乗車
密度

輸送量
年間輸送
人員（人）

補助金額

りんご公園 相馬総合支所

岳温泉前 枯木平

富栄 弥生北口

イオン藤崎 浪岡

長峰 岩渕公園前

国吉 西目屋村役場前

しゃこちゃん温泉・菊川 出来島北口

イオン

北金ヶ沢

新岡

原子 五所川原駅前

石渡南口 弘前バスターミナル

中里・下前 小泊案内所

イオン 市浦庁舎前

浪岡 黒石駅前

田舎館 黒石駅前

※上記系統は、国・県・沿線市町村の補助金により維持されております。

令和4年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（車両減価償却費等国庫補助金）について（令和4年度新規購入分のみ）

補助
金額

（千円）

内訳

弘前営業所 弘前210あ21

五所川原営業所 青森200か1343

4年度
申請番号 車両の種別

乗車
定員

車長
（ｍ）

配属 登録番号

・広域的、幹線的路線（複数市町村に跨り、広域行政圏の中心市町村等にアクセスする系統）

・1日当たりの運行回数が3回以上（都道府県協議会等が認めた場合は平日1日当たり3回以上）

・輸送量が15人～150人（乗車密度×運行回数＝輸送量）

・広域行政圏の中心市町村並びに準ずる市町村

　　当社路線関係市町村　・・・・・　青森市、弘前市、五所川原市、黒石市、鯵ヶ沢町

補助内容（抜粋）

青森営業所 青森200か1344

◎令和4年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域間幹線系統確保維持費国庫補助金）制度の概要について

補助対象路線の条件（抜粋）

・ノンステップ車両（スロープ又はリフト付）又はワンステップ車両（スロープ又はリフト付）又は小型車両（前記に属さない長さ7m以下かつ定員29人以下）

③負担率 ： 国　1/2、県　1/2

③負担率 ： 国　1/2、県　1/2

車両減価償却補助（抜粋）

①補助対象経費 ： 生活交通確保維持改善計画に記載された補助対象系統を運行するために必要な車両購入に係わる減価償却費及び金融費用

②対象車両

・地上から床面までの地上高が65cm以下、定員11名以上。

路線維持費補助

①補助対象経費 ： 補助系統の運行欠損額

・限度額 = 地域キロ当たり標準経常費用単価×実車走行キロ－経常収益

（補助対象経常費用の9/20を限度。収支率が11/20に満たない場合は市町村が負担）

・輸送量150人を超える部分が系統キロ50％以上の場合はキロ割合で区間分カット。

・平均乗車密度5人未満の系統については、みなし運行回数分を国県が補助。（不足分については関係市町村が負担）


